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ＢＡＳＩＳ関連 法令リンク集 （一般向け）



ＢＡＳＩＳ関連法令リンク集のご利用について

① ＪＩＳ規格については、ＪＩＳＣのホームページのＪＩＳ検索にリンクします。

② 法律・政令等については総務省が運営する法令検索のページにリンクします。

ＢＡＳＩＳ関連法令リンク集は、ＢＡＳＩＳの補完ツールとして、関連情報を集めリンクをはったも
のです。概要は下記を参照下さい。

ＢＡＳＩＳの内容に関連するサッシ協会のホー

ムページ掲載されている情報へリンクします。
④

ＢＡＳＩＳ（２０１６）の項目・内容・ページ ＢＡＳＩＳの内容に関連する法令・規格・指針・協会の情報を掲載しています。

青い文字の部分は、リン
クがはられています。

①

②

③

④

注意事項

・ご利用の際は、各リンク先の注意事項をご確認下さい。

・官報に掲載された内容と異なっている場合には、官報掲載内容が優先します。

・本リンク集利用に伴って発生した不利益や問題について、何ら責任を負いません。

・本内容を加工しての２次利用、また転載はご遠慮下さい。
・メニューバーを表示するにはキーボードのＦ９を、ツールバーを表示するにはＦ８を

押してください。



ＢＡＳＩＳ 2016 関連法令リンク集（一般向け）

項目 内容 ﾍﾟｰｼﾞ 種別 関連リンク

耐風圧
性

11 ＪＩＳ規格

12 ＪＩＳ規格

耐風圧性に関
する法規

政令

建築基準法施行令　第八十二条の四

15 告示

平成１２年建設省告示　第１４５８号

（平成１９年国土交通省告示　第１２３１号にて改正）

ｻｯｼ協会
技術情報

17 告示

平成１２年建設省告示　第１４５４号

21
ｻｯｼ協会
技術情報

政令

旧・建築基準法施行令　第八十七条

告示

昭和４６年建設省告示　第１０９号

（平成１２年国土交通省告示 第１３４８号にて改正）

22 告示

平成１２年建設省告示　第１４５８号

（平成１９年国土交通省告示　第１２３１号にて改正）

気密性 29 ＪＩＳ規格

29 ＪＩＳ規格

32 政令

建築基準法施行令 第二十条の七

水密性 35 ＪＩＳ規格

35 ＪＩＳ規格

遮音性 45 ＪＩＳ規格

46 ＪＩＳ規格

騒音に関する
法規

54 法律

環境基本法　第十六条

54 告示 騒音に係る環境基準について

平成１０年環境庁告示　第６４号

（平成２４年環境省告示　第５４号にて改正）

55 告示 航空機騒音に係る環境基準について

昭和４８年環境庁告示　第１５４号

（平成１９年環境省告示　第１１４号にて改正）

55 告示 新幹線鉄道騒音に係る環境基準について

昭和５０年環境庁告示　第４６号

（平成１２年環境庁告示　第７８号にて改正）

断熱性 63 ＪＩＳ規格

62、
64

ＪＩＳ規格

62、
65

ＪＩＳ規格

遮熱性 87 ＪＩＳ規格

88 ＪＩＳ規格

BASIS 2016 法令・規格・指針

内容

耐風圧性の等級 ＪＩＳ Ａ４７０６（サッシ）　，ＪＩＳ Ａ４７０２（ドアセット）

耐風圧性の試験方法 ＪＩＳ Ａ１５１５（建具の耐風圧性試験方法）

平成１２年告示第１４５８号での１階の解釈

各地の基準風速 Ｅの数値を算出する方法並びにVo及び風力係数の数値を定める件

<平成12年建設省告示第1458号>適用除外部
分の風圧力計算基準

建設省告示第１４５８号適用除外部分の風圧力基準設定について

屋外に面する帳壁の風圧
15

限界耐力計算（屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁）

帳壁の必要耐風圧
屋根ふき材及び屋外に面する帳壁の風圧に対する構造耐力上の安全性を確
かめるための構造計算の基準を定める件

気密性の試験方法 ＪＩＳ Ａ１５１６（建具の気密性試験方法）

計画換気における気密の重要性
居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術
的基準

水密性の等級 ＪＩＳ Ａ４７０６（サッシ）　，ＪＩＳ Ａ４７０２（ドアセット）

風圧力

建築基準法施行令第三十九条第二項の規定に基づく屋根ふき材等の構造方法

板ガラスの許容耐力について
屋根ふき材及び屋外に面する帳壁の風圧に対する構造耐力上の安全性を確
かめるための構造計算の基準を定める件

気密性の等級 ＪＩＳ Ａ４７０６（サッシ）　，ＪＩＳ Ａ４７０２（ドアセット）

騒音に係る環境基準 環境基準

航空機騒音に係る環境基準

新幹線鉄道騒音に係る環境基
準

断熱性の等級 ＪＩＳ Ａ４７０６（サッシ）　，ＪＩＳ Ａ４７０２（ドアセット）

水密性の試験方法 ＪＩＳ Ａ１５１７（建具の水密性試験方法）

遮音性の等級 ＪＩＳ Ａ４７０６（サッシ）　，ＪＩＳ Ａ４７０２（ドアセット）

遮音性の試験方法 ＪＩＳ Ａ１４１６（実験室における建築部材の空気音遮断性能の測定方法）

ＪＩＳ Ａ２１０２-２（窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数
値計算方法）

遮熱性能の計算方法 ＪＩＳ Ａ２１０３（窓及びドアの日射熱取得率の計算方法）

遮熱性能の試験方法 ＪＩＳ Ａ１４９３（窓及びドアの日射熱取得率の試験方法）

断熱性の試験方法 ＪＩＳ Ａ４７１０（建具の断熱性試験方法）

ＪＩＳ Ａ１４９２（出窓及び天窓の断熱性試験方法）

断熱性能の計算方法 ＪＩＳ Ａ２１０２-１（窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般）

http://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html
http://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html
http://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html
http://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html
http://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html
http://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html
http://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html
http://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html
http://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html
http://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html
http://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html
http://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html
http://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html
http://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html
http://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325CO0000000338
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325CO0000000338
http://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006612.pdf
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=405AC0000000091
http://www.env.go.jp/kijun/oto1-1.html
http://www.env.go.jp/kijun/oto3.html
http://www.env.go.jp/kijun/oto2.html
http://www.jsma.or.jp/Portals/0/images/sash/gijutu/07-0276.pdf
http://www.jsma.or.jp/Portals/0/images/sash/gijutu/07-0023.pdf


ＢＡＳＩＳ 2016 関連法令リンク集（一般向け）

項目 内容 ﾍﾟｰｼﾞ 種別 関連リンク

BASIS 2016 法令・規格・指針

内容

結露防
止性

94 ＪＩＳ規格

防火性
防火設備の技
術的基準

100 政令 （防火区画）

建築基準法施行令　第百十二条第１項

構造規定 101 告示 特定防火設備の構造方法を定める件

平成１２年建設省告示　第１３６９号

109 告示 防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件

昭和４８年建設省告示　第２５６３号

（平成１７年国土交通省告示　第１３９２号にて改正）

109 政令 （防火区画）

建築基準法施行令　第百十二条第１４項第二号

109 告示 防火区画に用いる遮煙性能を有する防火設備の構造方法を定める件

昭和４８年建設省告示　第２５６４号

（平成１３年国土交通省告示　第６６号にて改正）

100 政令

建築基準法施行令　第百九条の二

（構造規定） 101 告示

平成１２年建設省告示　第１３６０号

107 政令 （防火区画）防火設備の設置について

建築基準法施行令　第百十二条第１1項

100 政令

建築基準法施行令　第百三十六条の二の三

（構造規定） 100 告示

平成１２年建設省告示　第１３６６号

防火性に関す
る法規

防火設備の必要な
外壁の開口部

耐火建築物と準
耐火建築物

105 法律

建築基準法　第二条第九号のニ ロ

建築基準法　第二条第九号の三

105 法律

建築基準法　第六十四条

防火地域と準防
火地域

防火地域 104 法律

建築基準法　第六十一条

準防火地域 104 法律

建築基準法　第六十二条

法２２条指定区域 104 法律

建築基準法　第二十二条，第二十三条

その他区域 104 法律

建築基準法　第二十五条，第二十六条

104 法律

建築基準法　第六十七条

100 法律 （大規模の木造建築物の主要構造部等関連）改正

建築基準法　第二十一条第二項

（平成２７年国土交通省告示第２４９号の新設）

（平成２７年国土交通省告示第２５０号の新設）

（耐火建築物等としなければならない特殊建築物）改正

建築基準法　第二十七条

（平成２７年国土交通省告示第２５５号の新設）

防犯性 防犯性能の高い建物部品 112 規格 防犯性能の高い建物部品目録

防犯性の試験方法 114 規格 建物部品の防犯性能試験の方法

防犯建物部品の仕様 114
ｻｯｼ協会
技術情報

サッシ等の構造・仕様基準書

結露防止性の試験方法 ＪＩＳ Ａ１５１４（建具の結露防止性能試験方法）

防火設備の構造方法を定める件

防火設備
（２０分準遮炎性能）

準遮炎性能に関する技術的基準

防火地域または準防火地域内にある建築物の外壁の開口部の延焼のおそ
れのある部分に設ける防火設備の構造方法

特定防火設備
（１時間遮炎性能）

防火設備に係る関
係条文

（危害防止措置
性能）

複合防火設備

防火設備
（２０分遮炎性能）

遮炎性能に関する技術的基準

耐火建築物

防火設備に係る関
係条文

準耐火建築物

防火地域内又は準
防火地域内、外壁
の開口部で延焼の
おそれのある部分

外壁の開口部の防火戸

（防火地域内の建築物）

（準防火地域内の建築物）

（屋根）（外壁）

（大規模の木造建築物等の外壁等） （防火壁）

建築物が異なる
地域にまたがる
場合

（建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置）

木造建築（準耐火構造）関連の基準改正

大規模の木造建築
（準耐火構造）関連
の基準改正

http://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325CO0000000338
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325CO0000000338
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325CO0000000338
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325CO0000000338
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325CO0000000338
http://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006457.pdf
http://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006615.pdf
http://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006616.pdf
http://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006451.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000042697.pdf
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000201
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000201
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000201
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000201
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000201
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000201
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000201
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000201
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000201
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000201
http://www.mlit.go.jp/common/001085625.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001085626.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001085631.pdf
http://www.cp-bohan.jp/
http://www.cp-bohan.jp/shiken/index.html
http://www.jsma.or.jp/Portals/0/images/topics/h191213.pdf
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000071.html
http://www.mlit.go.jp/common/000042697.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000042697.pdf


ＢＡＳＩＳ 2016 関連法令リンク集（一般向け）

項目 内容 ﾍﾟｰｼﾞ 種別 関連リンク

BASIS 2016 法令・規格・指針

内容

参考資
料

省エネルギー
基準の概要

116 法律

116 告示

平成２５年経済産業省・国土交通省告示第１号（下記改正前全文）

（平成２５年経済産業省・国土交通省告示第１０号にて一部改正）

平成２５年経済産業省・国土交通省告示第１号（改正部分のみ）

（平成２８年経済産業省・国土交通省告示第１号にて一部改正）

116 告示

平成２５年国土交通省告示第９０７号（下記改正前全文）

平成２５年国土交通省告示第９０７号（改正部分のみ）

（平成２８年国土交通省告示第２６４号にて一部改正）

116 法律

117 省令

平成２８年経済産業省令・国土交通省令第１号

116 告示

平成２８年国土交通省告示第２６５号

116 告示

平成２８年国土交通省告示第２６６号

116 告示

平成２８年国土交通省告示第４８９号

住宅品確法 住宅性能表示制度 118 法律

平成１３年国土交通省告示第１３４６号

（平成２８年消費者庁・国土交通省告示第１号にて一部改正）

平成１３年国土交通省告示第１３４７号

（平成２８年国土交通省告示第２６８号にて一部改正）

国立研究開発法人
建築研究所 建築物
のエネルギー消費
性能に関する技術
情報

住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の
指針

建築物省エネ法に基づく基準
（平成２８年基準）

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
国交省／建築物省
エネ法のページ

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令

平成２５年改正省エネ基準
（平成２５年基準）

エネルギーの使用の合理化に関する法律 国交省／エネル
ギーの使用の合理
化等に関する法律
（住宅・建築物関係）
のページ

エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の
判断の基準

118 告示

日本住宅性能表示基準

118 告示

評価方法基準

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る
事項等 国立研究開発法人

建築研究所 建築物
のエネルギー消費
性能に関する技術
情報

住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エ
ネルギー消費量に関する基準

建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針

住宅の品質確保の促進等に関する法律

国交省／住宅品確
法関連

http://www.mlit.go.jp/common/001082964.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001119739.pdf
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http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=354AC0000000049




建築基準法施行令 
 


（風圧力） 


第８７条 風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。 


２ 前項の速度圧は、次の表の式によって計算しなければならない。ただし、特定行政庁は、規則で、区域を指定し、建設大


臣がその地方における風の状況に応じて定める基準に基づいて、その数値の６０パーセント（前条第２項ただし書の規定によ


って特定行政庁が指定する多雪区域においては、４０パーセント）に相当する数値を下らない範囲において、その区域におけ


る速度圧を定めることができる。 


建築物の高さが十六メートル以下の部分 


建築物の高さが十六メートルを超える部分 


hq 60=  


4120 hq =  


この表において、q 及び h は、それぞれ次の数値を表すものとする。 
q 速度圧（単位 一平方メートルにつきキログラム） 
h 地盤面からの高さ（単位 メートル） 


３ 建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場


合においては、その方向における速度圧は、前項の規定による数値の二分の一まで減らすことができる。 


４ 第１項の風力係数は、風洞試験によって定める場合のほか、次に掲げる断面形状の建築物又は工作物にあってはそれぞれ


当該図に示す数値とし、その他の断面形状のものにあってはそれぞれ類似の断面形状のものの数値に準じて定めなければなら


ない。 


板
状
の 


建
築
物 


 


 


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
弧状の屋根面において係


数の変わる点は、弧の四分


点とする。 
 


 


 


 


閉
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けた行方向に風を受ける


場合 


 


この図において、  は風向を、  は風圧力の方向を、θは屋根面が水平面となす角度をそれぞれ示すものとする。 
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独
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上
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屋根が水平面となす角度がイと


ロ、ロとハ又はハとニとのそれぞ


れの中間値の場合においては、風


力係数の数値は、それぞれの数値


を直線的に補間して定めるものと


する。 
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次の図は、ラチスばり及びラチス


柱の断面を示すものとする。 
風圧作用面積としては、ラチスの


面に対して垂直方向から見たラチ


ス材の見付面積を採るものとす


る。 


 


金
網
そ
の
他
の 


網
状
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造
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次の図は、金網等の断面を示すも


のとする。 
風圧作用面積としては、金網等の


面に対して垂直方向から見た金網


等の見付面積を採るものとする。 
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この図において、  は風向を、  は風圧力の方向を、θは屋根面が水平面となす角度をそれぞれ示すものとする。 


 





